
 

 

 

 
 

岩手県における平成 28 年地価公示結果の概要 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
１ 岩手県の地価の動向 
（1）住宅地（127 地点） 

① 県全体では、15 年連続の下落となったが、低金利や住宅ローン減税等による住宅需要の下支え
や景況感の改善による住宅需要の拡大により、上昇した地点又は下落幅が縮小した地点が多かっ
た。一方、防災集団移転促進事業等の進捗により沿岸部で上昇幅が縮小又は下落に転じた地点が
あったことから、平均変動率は、昨年(H27)と同じ△0.4％。 

② 県内において上昇した 31 地点は、盛岡市とその近隣市町３地点(滝沢市、紫波町、矢巾町)の
21 地点(うち盛岡市 18 地点)、沿岸部 10 地点(宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市)。 

③ 上昇幅が最も大きい地点は、大船渡市立根町字中野 25番 2 内（大船渡-2）、変動率は 4.7％（H27：
8.6％）。国道 45 号線や三陸縦貫自動車道の IC に近く、震災後に国道沿いに商業集積が進んだこ
とから、利便性が向上し地価の上昇が継続。 
（H27:陸前高田市高田町字鳴石 51番 96(陸前高田-1)9.4％） 

④ 盛岡市は、平均変動率が平成 10 年以来 18 年ぶりに上昇に転じた(H27:△0.1％→H28:0.6％)。
景況感の好転に加え長年の地価下落による値頃感等から不動産取得意欲が向上し、住宅地(42 地
点)の８割の 35 地点で上昇(18 地点)又は横ばい(17 地点)。 

⑤ 下落幅が最も大きい地点は、一関市千町千字北方 82 番 1（一関-5）、変動率は△5.5％（H27:
△4.9％）。人口減少や地域経済が低迷していることなどから地価下落が継続。 
（H27：岩泉町岩泉字和川原 17番 5(岩泉-1）、△6.2％) 

 

（2）商業地（53 地点） 
① 県全体では、23 年連続の下落となったが、盛岡市で横ばいが 18 地点(H27：16 地点)になるな

ど、長年の地価下落による値頃感から、平均変動率は△1.7％（H27：△2.2％）と下落幅は６年
連続で縮小。 

② 県内において上昇したのは沿岸部の３地点。上昇幅が最も大きい地点は、山田町長崎 2 丁目 6
番 9外  ｢長崎 2-6-29｣(岩手山田 5-1）、変動率は 3.5％(H27:3.4％）。 

商業地としては、繁華性が低いものの周辺で住宅需要が高いことなどから地価上昇が継続。 
③ 下落幅が最も大きい地点は、昨年に引き続き、奥州市水沢区中町１番 15 外(奥州 5-1）、変動率

は△6.9％(H27:△8.8％）。平成 26 年 12 月に周辺にホテルが進出する等により下落幅は縮小して
いるが、中心商業地の空洞化等により地価下落が継続。 

 
【参考：用途別平均価格及び平均変動率（平成 28 年１月１日現在）】    （単位：地点、円/㎡、％） 

用途区分 住宅地 商業地 工業地 全用途 

地点数 127 53 3 183 

平均価格 32,300 68,000 16,400 42,400 

平均 
変動率 

28 年 △0.4 △1.7 △2.7 △0.8 

27 年 △0.4 △2.2 △4.2 △0.9 

26 年 △0.9 △3.5 △6.6 △1.8 

25 年 △2.7 △4.8 △7.7 △3.4 

24 年 △4.8 △7.0 △7.6 △5.6 

23 年 △4.9 △7.6 △8.9 △5.8 

22 年 △4.7 △8.2 △8.1 △5.8 

（注１）「平均価格」は、全標準地を対象とし、十の位を四捨五入したものであり、1㎡当たりの平均価格である。 

（注２）「平均変動率」は、継続標準地ごとの価格の対前年度変動率の合計を当該標準地点数で除したものである。 

（注３）「全用途」は、平成 22 年から平成 24 年は宅地見込地、準工業地及び調整区域内宅地を含み、平成 25年は宅地

見込地を含む。 

１ 本県の地価は、引き続き下落が続いているが、下落幅は、商業地で６年連続縮小（商業地 H27:△2.2％

→H28:△1.7％）。住宅地は横ばい。(H27･H28:△0.4％) 

２ 盛岡市など内陸部の住宅地で、上昇及び横ばい地点が増加し、盛岡市の住宅地の平均変動率が平成

10 年以来 18 年ぶりに上昇(0.6％)に転じた。 

 （内陸部 上昇 H27:９地点→H28:21 地点、横ばい・上昇地点合計 H27:40 地点→H28:46 地点） 

３ 沿岸部では、13 地点（住宅地 10 地点、商業地３地点）で、昨年に引き続き移転需要等により地価

が上昇したが、復興事業の進捗に伴い大槌町と野田村は下落に転じた。 

 



２ 沿岸市町村の状況 
(1) 住宅地（９市町村、25 地点） 

① 沿岸住宅地の４割の 10 地点で昨年に引続き上昇したが、平均変動率は 0.3％と上昇幅は縮小
（H27:2.0％）。 

②  市町村別では、沿岸南部４市で上昇したが、災害公営住宅の整備や防災集団移転促進事業等
復興事業の進捗に伴い上昇幅は縮小しており、山田町は横ばい、大槌町と野田村は下落に転じ
た。 

  ③ 沿岸北部の久慈市と岩泉町は、下落幅は縮小したものの、人口減少や景況感の改善が見られ
ないことなどにより、引き続き下落。 

 (2) 商業地（６市町、８地点） 
    ① ８地点のうち３地点で上昇したが、平均変動率は△0.5％と下落（H27:△0.3％）。 

② 市町村別では、大船渡市、釜石市及び山田町で上昇が継続。震災による移転需要や商業適地
の希少性等を背景として、地価が上昇しているが、土地取引は落ち着きが見られる。 

   ③ 住宅地と同様に、久慈市と岩泉町では引き続き下落。 
 

【参考：沿岸市町村の用途別平均変動率】                          （単位：地点、％） 

市町村名 陸前高田市 大船渡市 釜石市 大槌町 山田町 宮古市 岩泉町 野田村 久慈市 合計 

住
宅
地 

地点数 3 3 3 3 2 4 2 2 3 25 

28 年 3.0 2.4 2.3 △0.4 0.0 1.2 △4.8 △2.5 △1.2 0.3 

27 年 6.8 4.0 6.0 0.0 0.4 4.0 △6.1 0.0 △1.5 2.0 

26 年 5.8 9.0 3.2 0.0 0.4 8.8 △8.1 1.2 △2.7 2.7 

25 年 3.0 6.3 2.9 10.5 2.2 5.2 △8.2 1.0 △3.8 2.7 

24 年 △3.0 △4.3 △0.8 － △2.8 △5.4 △7.4 △5.1 △4.4 △4.5 

23 年 △5.1 △1.7 △4.8 △3.9 △4.0 △5.7 △6.6 △3.4 △3.6 △4.3 

商
業
地 

地点数 
 

2 2  1 1 1 
 

1 8 

28 年  1.1 0.6  3.5 0.0 △5.2  △5.5 △0.5 

27 年  1.7 1.0  3.4 0.0 △5.9  △5.4 △0.3 

26 年 
 

7.4 1.3  0.5 0.0 △6.7 
 

△6.3 0.6 

25 年 
 

3.1 0.0  6.1 0.0 △4.9 
 

△7.2 0.0 

24 年 
 

－ △5.2  － △9.7 △10.9 
 

△8.3 △8.5 

23 年 △5.7 △6.6 △9.2 △10.5 △10.6 △9.3 △9.8 
 

△6.6 △8.2 

全
用
途 

地点数 3 5 5 3 3 5 3 2 4 33 

28 年 3.0 1.9 1.6 △0.4 1.2 0.9 △4.9 △2.5 △2.3 0.1 
27 年 6.8 3.1 4.0 0.0 1.4 3.2 △6.0 0.0 △2.5 1.5 
26 年 5.8 8.3 2.4 0.0 0.4 7.0 △7.6 1.2 △3.6 2.2 
25 年 3.0 5.0 1.7 10.5 3.5 4.2 △7.1 1.0 △4.6 2.1 
24 年 △3.0 △4.3 △2.2 － △2.8 △6.3 △8.6 △5.1 △5.4 △5.2 
23 年 △5.4 △3.6 △6.6 △6.1 △6.2 △6.4 △7.6 △3.4 △4.3 △5.5 

（注１）地価公示法により、沿岸市町村のうち「田野畑村、普代村、洋野町」は調査対象外となっている。 
（注２）「－」は、震災の影響で継続調査地点がなく、平均変動率が算出できなかったもの。（斜線は標準地がない市町村） 
（注３）「合計」欄は、沿岸市町村の継続標準地ごとの価格の対前年変動率の合計を当該標準地点数で除したもの。 
（注４）23 年は、震災前の数値。 
 
３ 全国の動向 
 (1) 全国平均では、商業地と全用途では８年ぶりに上昇に転じ、工業地は横ばい、住宅地の下落幅は

縮小。三大都市圏平均では、住宅地、商業地、工業地、全用途で上昇を継続。地方圏平均では、
住宅地、商業地、工業地、全用途ともに下落幅は縮小。 

 (2) 上昇地点数の割合は、三大都市圏では、住宅地の５割、商業地の７割の地点が上昇。 
一方、地方圏では住宅地、商業地ともに上昇地点及び横ばい地点は増加しているが、依然として

６割の地点が下落。 

４ 東北の動向 
 (1) 宮城県と福島県は、住宅地、商業地、工業地、全用途で上昇を継続。青森県、秋田県、山形県で

は下落幅が縮小。 
(2)  宮城県は、住宅地は上昇を継続(H27:2.3％→H28:1.9％)、商業地の上昇幅が拡大(H27:2.3％→

H28:3.2％)し、上昇地点は、住宅地の７割、商業地の６割を占める。 
福島県は、住宅地は上昇を継続(H27:2.9％→H28:2.9％)、商業地は昨年に引き続き上昇し、上

昇幅が拡大(H27:0.8％→H28:0.9％)。上昇地点は、住宅地の７割、商業地の６割を占める。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地価公示制度の概要】 

１ 根拠法令 地価公示法（昭和 44 年法律第 49 号）第２条第１項 

２ 調査目的 都市及びその周辺の地域等において標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般

の土地取引価格に対して指標を与え、また、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な

補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与する。 

３ 実施主体 国土交通省土地鑑定委員会（事務局：国土交通省土地・建設産業局地価調査課） 

４ 調査対象 県内 25市町村の標準地 183 地点（全国：1,376 市区町村の 25,270 地点、休止地点を含む） 

５ 価格時点 平成 28年１月１日 

６ 価格判定 国土交通省土地鑑定委員会が、不動産鑑定士の鑑定評価に基づき、標準地の正常な価格を判定する。 


